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一
項

規

則

〇
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正

（
青
少
年
こ
ど
も
課
）

一

〇
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（

同

）

二

〇
群
馬
県
小
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（
食
品
監
視
課
）

六

〇
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（

同

）

六

〇
群
馬
県
立
医
療
短
期
大
学
学
則
の
一
部
改
正

（
医
療
短
期
大
学
）

八

〇
自
転
車
競
技
法
第
一
条
第
六
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ

る
事
務
の
私
人
へ
の
委
託
に
関
す
る
規
則

（
工
業
振
興
課
）

九

〇
群
馬
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
改
正

（

同

）

九

〇
群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（
職
業
能
力
開
発
課
）

一
〇

〇
群
馬
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
改
正

（
建
築
住
宅
課
）

一
一

告

示

〇
知
事
等
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
手
続
等
の

根
拠
と
な
る
法
令
等
の
告
示
の
一
部
改
正

（
情
報
政
策
課
）

一
二

〇
知
事
等
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
施
設
の
利

用
申
請
等
に
係
る
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
条
例
の
告
示
の
一

部
改
正

（

同

）

一
二

〇
知
事
等
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
施
設
の
利

用
申
請
等
に
係
る
手
続
等
の
根
拠
と
な
る
条
例
の
告
示
の
廃

止

（

同

）

一
二

〇
保
安
林
の
指
定
施
行
要
件
の
変
更
予
定

（
森
林
保
全
課
）

一
二

〇
家
畜
伝
染
病
発
生
報
告

（
畜
産
課
）

一
三

〇
車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
指
定

（
道
路
企
画
管
理
課
）

一
三

〇
車
両
制
限
令
第
三
条
第

寺

弘

第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
定

（

同

）

一
三

〇
道
路
の
区
域
変
更

（

同

）

一
四

〇
道
路
の
供
用
開
始

（

同

）

一
四

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

（
砂
防
課
）

一
四

〇
群
馬
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
改
正

（
建
築
住
宅
課
）

一
五

公

告

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
推
進
課
）

一
六

〇
同

一
六

〇
第
四
期
群
馬
県
容
器
包
装
廃
棄
物
分
別
収
集
促
進
計
画
の
変
更

（
環
境
政
策
課
）

一
六

〇
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
監
理
課
）

一
六

教
育
委
員
会
告
示

〇
群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定

（
文
化
課
）

一
七

〇
群
馬
県
指
定
天
然
記
念
物
の
指
定

（

同

）

一
七

一
項

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

附
属

之

群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
規
則

（
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
審
議
会
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則

第
一
条
中
「
執
行
機
関
の四

十

機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
三

号
）
第
二
条
」
を
「
群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
十
九
号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第

り
、

九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
第

同
項

を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
三
号
を
削

項
第
三
号

第
四
号
を
同

と
し
、

目

次

規

則
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第
四
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
八
号
」
を
「
別

記
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
同
条

第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

二

保
健
福
祉
事
務
所
の
職
員

第
十
一
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
厚
生
大
臣
」
を

「
厚
生
労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物

第
十
一
条
を
第
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
深
夜
営
業
を
行
う
施
設
に
お
け
る
立
入
禁
止
の
表
示
）

第
十
四
条

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
別
記
様
式
第
九
号
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す

る
。第

九
条
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す

る
。第

八
条
の
三
中
「
第
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
七
号
」

を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
六
号
」

を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
二
号
」

を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二

項
」
に
、「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
七
条
第

三
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十

一
条
第
四
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第

十
七
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
十
七
条
第
五
項
」
を

「
第
二
十
一
条
第
五
項
」
に
、「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

九
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

七
条
と
す
る
。

同
項
を
第
二
条
と
す
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
三
条
と
し
、
第
六
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
審
議
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
審
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同

項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

一

第
一
部
会

青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
の
立
案
に
つ
き
必
要
な
重

要
事
項

二

第
二
部
会

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
優
良
興
行
並
び
に
優
良
図
書
等
の
推
奨
、
条

例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
な
興
行
の
指
定
、
条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
有
害
な
図
書
類
の
指
定
、
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
な
が
ん
具
類

の
指
定
及
び
条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
な
広
告
物
の
指
定
に
関
す
る
事

項
第
八
条
を
第
六
条
と
し
、
第
九
条
を
第
七
条
と
し
、
第
十
条
を
第
八
条
と
す
る
。

（
群
馬
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
の
廃
止
）

第
二
条

群
馬
県
青
少
年
問
題
協
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
五
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中
「
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号
」
を
「
群

馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
平
成
十
九
年
群
馬
県
条
例
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「（
有
害
興
行
の
表
示
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十

三
条
第
四
項
」
に
、「
掲
示
」
を
「
表
示
」
に
改
め
る
。

2



第
五
条
中
「
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
有
害
図
書
類
の
陳
列
方
法
等
）

第
五
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
図
書
類
の
陳
列
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

営
業
の
場
所
に
、
間
仕
切
り
、
つ
い
た
て
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
容
易
に
見
通
す
こ
と
の
で

き
な
い
場
所
を
設
け
、
当
該
場
所
に
有
害
図
書
類
を
陳
列
す
る
方
法

二

有
害
図
書
類
を
、
他
の
図
書
類
を
陳
列
す
る
陳
列
棚
の
外
周
か
ら
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
棚
に
陳
列
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
有
害
図
書
類
を
陳
列
す
る
棚
を
、
他
の
図
書
類
を

陳
列
す
る
棚
の
背
面
に
設
置
す
る
場
合
を
除
く
。

三

陳
列
棚
の
有
害
図
書
類
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
張
り
出
し
た
仕
切
り
板
（
透
視
で
き

な
い
材
質
及
び
構
造
の
も
の
に
限
る
。）を
設
け
、
有
害
図
書
類
を
仕
切
り
板
と
仕
切
り
板
の
間

に
ま
と
め
て
陳
列
す
る
方
法

四

有
害
図
書
類
を
、
床
面
か
ら
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
位
置
に
、
背
表
紙
の

み
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
ま
と
め
て
陳
列
す
る
方
法

五

有
害
図
書
類
を
ビ
ニ
ー
ル
包
装
、
ひ
も
掛
け
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
容
易
に
閲
覧
で
き
な

い
状
態
に
し
て
ま
と
め
て
陳
列
す
る
方
法

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
害
図
書
類
が
他
の
図
書
類
と
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る

と
知
事
が
認
め
る
方
法

２

条
例
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

「群

「群

馬
馬

県
県

青
青

少
少

「映
年

年

「興

別
記
様
式
第
一
号
中

を

に
、

画

を

に
改
め
る
。

保
健

行

」

等

」

護
全

育
育

成
成

条
条

例

」

例

」

別
記
様
式
第
八
号
中
「第

１
３
条
関
係

」
を
「第

１
７
条
関
係

」
に
、「青

少
年
保
護
育
成
条
例

」

を
「青

少
年
健
全
育
成
条
例

」
に
、「第

３
６
条

」
を
「第

５
０
条

」
に
、「映

画
等
を
行
う
場
所

」
を

「興
行
場

」に
、「質

屋
、
古
物
商
、
図
書
類
の
販
売
若
し
く
は
貸
付
け
業
又
は
が
ん
具
類
の
販
売
業

の

」
を
「図
書
類
の
販
売
業
若
し
く
は
貸
付
業
又
は
が
ん
具
類
の
販
売
業
を
行
う

」
に
、

「⑷
飲
食
店
、
喫
茶
店
又
は
遊
技
機
を
設
け
て
客
に
遊
技
を
さ
せ
る
営
業
（
風
俗
営
業

を

を
除
く
。）

の
営
業
所

」

「⑷
広
告
物
の
広
告
主
又
は
管
理
者
の
営
業
所

⑸
酒
類
又
は
た
ば
こ
の
販
売
業
を
行
う
営
業
所
及
び
酒
類
又
は
た
ば
こ
の
自
動
販
売

機
の
設
置
場
所

⑹
第
３
１
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
営
業
所

に
、

⑺
質
屋
若
し
く
は
古
物
商
の
営
業
所
、
飲
食
店
又
は
喫
茶
店

⑻
薬
品
類
等
又
は
下
着
の
販
売
業
を
行
う
営
業
所

⑼
入
れ
墨
等
を
施
す
営
業
を
行
う
営
業
所

旅
館
業
又
は
ア
パ
ー
ト
若
し
く
は
貸
間
を
業
と
す
る
者
の
営
業
所
又
は
そ
の
管
理

す
る
事
業
施
設

」

「質
問
又
は
資
料
の
提
出

」
を
「質

問
又
は
資
料
の
提
出
の
要
求

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式

第
十
号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
規
定
に
よ
り
、

午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
四
時
ま
で
の
間
は

保
護
者
同
伴
で
あ
っ
て
も
、
十
八
歳
未
満
の
方

の
入
場
を
お
断
り
し
ま
す
。

30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

別
記
様
式
第
七
号
中
「第

８
条
の
３
関
係

」
を
「第

１
１
条
関
係

」
に
、「群

馬
県
青
少
年
保
護
育

成
条
例
第
１
８
条
の
３
第

項

」
を
「群

馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
第
２
４
条
第

項

」
に

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
八
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中
「第

８
条
の
２
関
係

」
を
「第

１
０
条
関
係

」
に
、「群

馬
県
青
少
年
保
護
育

成
条
例
第
１
８
条
の
２
第
１
項

」
を
「群

馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
第
２
３
条
第
１
項

」
に
改
め
、

別記様式第９号（第１４条関係）

群 馬 県 報 第8468号平成19年３月27日（火）3
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同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

９
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六

号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

９
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五

号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

９
条
関
係

」
に
、「群

馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例

（
昭
和
３
６
年
群
馬
県
条
例
第
２
８
号
）
第
１
７
条
第
２
項

」
を
「群

馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

（
平
成
１
９
年
群
馬
県
条
例
第
１
９
号
）
第
２
１
条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
四

号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

９
条
関
係

」
に
、「群

馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例

（
昭
和
３
６
年
群
馬
県
条
例
第
２
８
号
）
第
１
７
条
第
１
項

」
を
「群

馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

（
平
成
１
９
年
群
馬
県
条
例
第
１
９
号
）
第
２
１
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三

号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

4群 馬 県 報 第8468号平成19年３月27日（火）



別記様式第２号（規格Ａ４）（第５条関係）

群馬県達 第 号

住所

氏名

⎧
｜

⎩

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

⎫

｜
⎭

群馬県青少年健全育成条例第１５条第４項の規定により、

に係る勧告に従い下記のとおり措置すべきことを命じます。

なお、この処分について不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法律

第１６０号）第４条の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます（な

お、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処

分の日の翌日から１年を経過すると異議申立てをすることができなくなりま

す。）。

また、処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は群

馬県知事となります。）、提起しなければなりません（なお、処分があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日の翌日から１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上

記の異議申立てをした場合には、処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対す

る決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起しなければな

らないこととされています。

年 月 日

群馬県知事 印

１ 図書類の販売又は貸付けを行う場所（所在地）及び名称（店舗名）

２ 措置すべき内容

３ 理由

４ 措置期限 年 月 日

群 馬 県 報 第8468号平成19年３月27日（火）5



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
小
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
二
十
七
号

群
馬
県
小
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
小
水
道
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
当
該
吏
員
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「当

該
吏
員

」
を
「当

該
職
員

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号

群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「群
馬
県
知
事

別
記
様
式
第
一
号
中

を
「保

健
所
長

」
に
改
め
る
。

（
保
健
所

）
」

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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別記様式第２号（規格Ａ４）（第４条関係）（表面）

食 品
製 造

販 売
業 許 可 書

群馬県指令 第 号

年 月 日申請のあった営業は、群馬県食品衛生条例（昭和４４年群

馬県条例第１７号）第４条の規定に基づき次により許可する。

年 月 日

群馬県 保健所長

１ 営業の種類

２ 営業所所在地

３ 営業所の名称

４ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 許可条件

備考 裏面に行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）及び行政事件訴訟法（昭

和３７年法律第１３９号）に基づく教示があります。

群 馬 県 報 第8468号平成19年３月27日（火）7



群
馬
県
知
事

別
記
様
式
第
三
号
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中

を

保
健
所
長

」

（
保
健
所
)

」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付

さ
れ
た
許
可
書
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成

さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

群
馬
県
立
医
療
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
二
十
九
号

群
馬
県
立
医
療
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
医
療
短
期
大
学
学
則
（
平
成
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中
「
学
科
」
を
「
課
程
」
に
、「
卒
業
」
を
「
修
了
」
に
改
め
、「
第
八
章
の
二

専
攻
科
（
第

三
十
条
の
二
｜
第
三
十
条
の
七
）」
を
削
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

課
程
、
学
生
定
員
、
修
業
年
限
等

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
課
程
及
び
学
生
定
員
）

第
二
条

本
学
の
専
攻
科
の
課
程
及
び
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

課

程

学
生
定
員

地
域
看
護
学
専
攻

三
〇
人

別記様式第２号（規格Ａ４）（第４条関係）（裏面）

（教示）

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して６０日以内に、知事に対して審査請求をすることができます（なお、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日から１年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、群馬県

を被告として（訴訟において群馬県を代表する者は、知事となります。）、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であっても、処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の

取消しの訴えを提起することができます。
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第
三
条
第
一
項
中
「
学
科
」
を
「
専
攻
科
」
に
、「
三
年
」
を
「
一
年
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
各
学
科
」
を
「
専
攻
科
」
に
、「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

削
除

第
十
六
条
中
「
本
学
」
を
「
専
攻
科
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
短
期
大

学
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
卒
業
し
た
者

二

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
以
上
の
課
程
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
最
終

の
課
程
に
お
い
て
看
護
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者

三

本
学
に
お
い
て
、
第
一
号
に
規
定
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
学
長
が
認
め
た
者

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条

削
除

第
六
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章

修
了
等

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
「（
修
了
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
、

「
卒
業
」
を
「
修
了
」
に
改
め
、「
学
科
ご
と
の
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
卒
業
を
」
を
「
修
了

を
」
に
、「
卒
業
証
書
」
を
「
修
了
証
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条

削
除

第
八
章
の
二
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
当
該
学
科
」
を
「
専
攻
科
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「第

３
０
条
の
５
、
第
３
０
条
の
６
関
係

」
を
「第

６
条
、
第
２
５
条
関
係

」
に
改

め
、
同
表
を
別
表
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

自
転
車
競
技
法
第
一
条
第
六
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
私
人
へ
の
委
託
に
関
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
三
十
号

自
転
車
競
技
法
第
一
条
第
六
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
私
人
へ
の
委
託
に
関

す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

県
が
行
う
自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
一
条
第
六
項
第
二
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
（
以
下
「
競
輪
事
務
」
と
い
う
。）
の
私
人
へ
の
委
託
に
つ
い
て
は
、

法
令
又
は
条
例
若
し
く
は
他
の
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
託
の
相
手
方
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条

知
事
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四

第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
自
転
車
競
技
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
九

十
七
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
競
輪
事
務
を
委
託

し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
者
を
役
員
と
す
る
法
人
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
公
金
の
払
込
み
）

第
三
条

施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
公
金
取
扱
事
務
の
受
託
者
は
、
当
該
公
金

取
扱
事
務
に
係
る
公
金
を
、
そ
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を
添
え
て
、
知
事
の
指
定
す
る
期
日
ま
で

に
知
事
の
指
定
す
る
県
指
定
金
融
機
関
、
県
指
定
代
理
金
融
機
関
又
は
県
収
納
代
理
金
融
機
関
に

払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
）

第
四
条

知
事
は
、
委
託
し
た
競
輪
事
務
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
受
託
者
に
対
し
、
競
輪
事
務
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、

又
は
受
託
者
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査

す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
競
輪
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日
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群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号

群
馬
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
自
転
車
競
走
電
話
投
票
実
施
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
関
東
自
転
車
競
技
会
」
を
「
他
の
地
方
公
共
団
体
、
関
東
自
転

車
競
技
会
又
は
私
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
三
十
二
号

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
群
馬

県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
訓
練
の
」
を
「
在
職
者
訓
練
を
除
く
訓
練
の
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

在
職
者
訓
練
の
訓
練
の
時
間
は
、
校
長
が
別
に
定
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、第
十
七
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「（
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
授
業
料
」
の
下
に

「
若
し
く
は
受
講
料
」を
加
え
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
受
講
料
）

第
十
六
条

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
訓
練
科
の
訓
練
は
、
在
職
者
訓
練
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
に
、
校
長
が
別
に
定
め
る
訓
練
時
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す

る
。

一

学
科
訓
練

一
時
間
当
た
り
八
十
二
円

二

実
技
訓
練

一
時
間
当
た
り
二
百
三
十
六
円

（
受
講
料
の
納
付
及
び
徴
収
）

第
十
七
条

受
講
料
は
、
校
長
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
一
括
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
講
料
の
納
付
及
び
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

別
表
第
一
前
橋
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中

「

電
気
技
術
科

二
年

四
○
人

「

オ
フ
ィ
ス
エ

を

電
気
技
術
科

二
年

四
○
人

に
改
め
、
同

キ
ス
パ
ー
ト

二
年

四
〇
人

」

科

」

表
高
崎
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中

「

溶
接
技
術
科

二
年

四
○
人

」
を

「

溶
接
技
術
科

二
年

四
○
人

機
械
科

二
年

四
○
人

」
に
改
め
、
同

表
太
田
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中
「
電
子
シ
ス
テ
ム
科
」
を
「
電
気
保
全
科
」
に
、「
メ
カ
ニ
カ
ル
設

計
科
」
を
「
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
科
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
前
橋
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中

「

機
械
加
工
科

一
年

二
○
人

金
属
技
術
科

一
年

二
○
人

サ
ー
ビ
ス
実

務
科

六
月

一
○
人

」
を

「

金
属
技
術
科

一
年

二
○
人

サ
ー
ビ
ス
実

務
科

一
年

一
○
人

」
に
改
め
、
同

表
高
崎
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中
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か
ら
午
後
五
時
三
十
分
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
簿
等
の
整
理
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
閲
覧
時
間
を

短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
時
間
を
短
縮
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
閲
覧
所
に
掲
示
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「

エ
ク
ス
テ
リ

ア
科

一
年

二
○
人

機
械
科

一
年

二
○
人

電
気
科

一
年

二
○
人

」
を

「

エ
ク
ス
テ
リ

ア
科

一
年

二
○
人

」
に
改
め
、
同

表
太
田
産
業
技
術
専
門
校
の
項
中

「

溶
接
科

一
年

二
○
人

機
械
加
工
科

一
年

二
○
人

」
を

「

溶
接
科

一
年

二
○
人

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
現
に
群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
に
在
校
し
て
い
る
者
及
び
平

成
十
九
年
度
に
サ
ー
ビ
ス
実
務
科
を
除
く
科
目
に
入
校
す
る
者
に
係
る
当
該
年
度
中
の
科
目
、
期

間
及
び
定
員
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

群
馬
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
規
則
第
三
十
三
号

群
馬
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
十
二
月
二
十
八
日
」
を
「
十
二
月
二
十
九
日
」
に
、「
一
月
四
日
」
を
「
一
月

三
日
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
」
を
「
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時

群 馬 県 報 第8468号平成19年３月27日（火）11



クリ

◉群馬県告示第１０９号
知事等が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等の根拠とな

る法令等の告示（平成１７年群馬県告示第５５６号）の一部を次のように改正し、平成１９年４月１日から施行す

る。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

表９の項を次のように改める。

９ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）

第１２条第１項（結核に係る届出に

限る。）、第５３条の７第１項

◉群馬県告示第１１０号
知事等が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う施設の利用申請等

に係る手続等の根拠となる条例の告示（平成１７年群馬県告示第５５７号）の一部を次のように改正し、公布の日

から施行する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

表１４の項を同表１５の項とし、同表１３の項の次に次のように加える。

１４ 群馬県武尊山観光レ

法

と

ェーション施設の設置及び管理に関す

る条例（昭和５１年群馬県条例第２１号）

第９条第１項（宝台樹キャンプ場及

び川場キャンプ場の有料施設の利用

に係る申請等に限る。）及び第２項

（宝台樹キャンプ場及び川場キャン

プ場の有料施設の利用に係る使用料

の免除に係る申請等に限る。）

◉群馬県告示第１１１号
知事等が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う施設の利用申請等

に係る手続等の根拠

の

なる条例の告示（平成１８年群馬県告示第２５４号）は、廃止する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

◉群馬県告示第１１２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のとおり保安林

保

指定施業要件を変更する

予定である。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 指定施業要件の変更に係る

的

安林の所在場所 伊勢崎市

２ 保安林として指定された目

定

公衆の保健

３ 変更後の指

方

施業要件

⑴ 立木の伐採の

告 示
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ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採することができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境・森林局森林保全課及び伊勢崎市役所に備え置いて縦覧に

供する。

◉群馬県告示第１１３号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

病 名 畜種 患畜又は疑似患畜の区分 発生頭数 発生年月日 発生場所 処置

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成１９年３月５日 高崎市 法令殺

◉群馬県告示第１１４号
車両制限令第３条第１項第２号イの規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４４号）の一部を次のよ

うに改正し、平成１９年４月１日から施行する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

表一般国道２９１号の項の次に次のように加える。

一般国道３５３号 みどり市大間町大間々字町西９２４番の２地先から渋川市渋川１１９７番の３地先まで

表県道伊勢崎新田木崎線の項を次のように改める。

県道伊勢崎新田上江

田線

伊勢崎市境下渕名字塚越３０３５番の３地先から太田市新田上田中町字前六勺１９１番

の３地先まで

◉群馬県告示第１１５号
車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう

に改正し、平成１９年４月１日から施行する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１の表一般国道１２２号の項の次に次のように加える。

一般国道１４５号 吾妻郡中之条町大字伊勢町字伊参９８７番の１０地先から同郡同町大字同字鳥居原５８

６番の４地先まで

１の表一般国道２９１号の項の次に次のように加える。

一般国道３５３号 渋川市吹屋字鯉沢８７番の３地先から吾妻郡中之条町大字伊勢町字鳥居原５８６番の４

地先まで
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吾妻郡中之条町大字伊勢町字伊参９８７番の１０地先から同郡同町大字折田字戦道２１

９７番の３地先まで

１の表県道前橋長瀞線の項中「同市上栗須字向田１２３２番の１」を「同市上大塚字一本木３１６番の１地先」

に改める。

２を次のように改める。

２ 指定する期日 平成１９年４月１日

◉群馬県告示第１１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備局道路企画管理課及び群馬県館林土木事務所にお

いて一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

道路の種類 路線名 区 間 変更の
前後別

敷地の幅員
メ ー ト ル

延 長
メートル

前 ５．５～８．８ １９０．０県道 寺岡館林線 館林市上早川田町字西原官有無番地

地先（栃木県界）から同市同字白髪

官有無番地地先まで 後 ４．５～９．８ １９５．５

前 ６．７～１１．２ ６６９．４麦倉川俣停車

場線

邑楽郡板倉町大字飯野字本１６７６

番の１地先から同郡同町大字同字中

８２０番の１地先まで 後 ８．５～１６．０ ６６９．４

◉群馬県告示第１１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備局道路企画管理課及び群馬県館林土木事務所にお

いて一般の縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

道路の種類 路線名 区 間 供用開始の期日

県道 寺岡館林線 館林市上早川田町字西原官有無番地地先（栃木県界）か

ら同市同字同５６４番の３地先まで

平成１９年３月２７日

麦倉川俣停車

場線

邑楽郡板倉町大字飯野字本１９１２番の１地先から同郡

同町大字同字中８２０番の１地先まで

海老瀬館林線 邑楽郡板倉町大字細谷字曲が１９６番の１地先から同郡

同町大字同字押切７００番地先まで

◉群馬県告示第１１８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及

び第８条第１項の規定により、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指

定する。
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平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

土 砂 災 害 警 戒 区 域 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域

区域の名称 所 在 地 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の名称 所 在 地 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

建築物に作用する
と想定される衝撃
に関する事項

浦和 利根郡みなかみ町川上 別図のとおり 急傾斜地の崩壊 浦和 利根郡みなかみ町川上 別図のとおり 急傾斜地の崩壊 別紙のとおり

浦和（Ｂ） 〃 〃 〃 浦和（Ｂ） 〃 〃 〃 〃

諏訪峡遊歩道上 〃 〃 〃 諏訪峡遊歩道上 〃 〃 〃 〃

浦和北 〃 〃 〃 浦和北 〃 〃 〃 〃

浦和南 〃 〃 〃 浦和南 〃 〃 〃 〃

川上南 〃 〃 〃 川上南 〃 〃 〃 〃

小仁田 利根郡みなかみ町小仁田 〃 〃 小仁田 利根郡みなかみ町小仁田 〃 〃 〃

高日向 利根郡みなかみ町高日向 〃 〃 高日向 利根郡みなかみ町高日向 〃 〃 〃

井戸上堰 利根郡みなかみ町川上 〃 土石流 井戸上堰 利根郡みなかみ町川上 〃 土石流 〃

ハイ沢 〃 〃 〃 ハイ沢 〃 〃 〃 〃

寺間沢（支） 利根郡みなかみ町寺間 〃 〃 寺間沢（支） 利根郡みなかみ町寺間 〃 〃 〃

別図」及び「別紙」は、省略し、群馬県県土整備局砂防課及び群馬県沼田土木事務所並びにみなかみ町役場に備

え置いて縦覧に供する。

◉

群
馬
県
告
示
第
百
十
九
号

群
馬
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
七
日

群
馬
県
知
事

小

寺

弘

之

群
馬
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
（
昭
和
五
十
年
群
馬
県
告
示
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
群
馬
県
県
土
整
備
局
建
築
住
宅
課
内
及
び
各
土
木
事
務
所
」
を
「
前
橋
土
木

事
務
所
、
高
崎
土
木
事
務
所
、
中
之
条
土
木
事
務
所
、
沼
田
土
木
事
務
所
及
び
太
田
土
木
事
務
所（
以

下
「
各
土
木
事
務
所
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

各
土
木
事
務
所
内
に
置
く
閲
覧
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
建
築
計
画
概
要
書
等
は
、
群
馬
県

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号
）
別
表
に
掲
げ
る
当
該
土
木

事
務
所
の
建
築
主
事
の
所
管
区
域
内
の
事
務
に
係
る
建
築
計
画
概
要
書
等
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
」
を
「
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
十
二
月
二
十
八
日
か

ら
翌
年
の
一
月
四
日
」
を
「
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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志

４

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県ＮＰＯ・ボランティ

ア推進課において縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１９年３月８日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人チームエコ

３ 代表者の氏名 坂本和吉

４ 主たる事務所の所在地 桐生市永楽町１番３６号

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域の活性を図り環境の保全に係わる活動に対して、社会貢献を目的と

する。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県ＮＰＯ・ボランティ

ア推進課において縦覧に供する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１９年３月１２日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ヒューテック

３ 代表者の氏名 横田弘

売

の

主たる事務所の所在地 伊勢崎市下植木町６２６番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、伊勢崎市を中心に群馬県に在住する日系外国人・その他外国人の方々に

対し、日本における生活を円滑に行う為の諸情報の提供を行うとともに、就職活動の支援及び各種障害に対する

相談・援助を行うことにより、これらの方々の日本における安定的な社会生活の維持と、国際社会の福祉の増進

に寄与することを目的とする。

第４期群馬県容器包装廃棄物分別収集促進計画を変更したので、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律（平成７年法律第１１２号）第９条第５項

の

規定により、次のとおり公表する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

次のとおり」は省略し、関係書類を群馬県環境・森林局環境政策課並びに各環境森林事務所及び各環境森林セン

ターに備え置いて３０日間縦覧に供する。

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項

し

規定による処分をしたので、同法第２９条の５第１項

の規定により、次のとおり公告する。

平成１９年３月２７日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 処分を

販

た日 平成１９年３月１６日

２ 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号

⑴ 商号 株式会社リード街路灯

公 告
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⑵ 主たる営業所の所在地 群馬県高崎市新保田中町３７８－１３

⑶ 代表者の氏名 代表取締役 三世川幸男

⑷ 許可番号 群馬県知事許可 第１８９６４号

３ 処分の内容 建設業法第２９条第１項の規定による建設業許可の取消し

４ 処分の原因となった事実 株式会社リード街路灯販売は、群馬県高崎市新保田中町３７８－１３を建設業法第

３条に規定されている営業所として群馬県知事から建設業許可を受けているが、同地に営業所としての実体はな

く、建設業法第３条に規定されている営業所ではない。一方、同社は東京都文京区本郷１－５－１７三洋ビル４

階４５号に営業所を設置している。同地には営業所としての実体があり、建設業法第３条に規定されている営業

所である。これらの事実により、同社は建設業法第３条及び第９条第１項第２号の規定に基づき、東京都知事の

建設業許可を受けなければならないが、その許可を受けていない。このことが建設業法第２９条第１項第２号の

２に該当する。

高崎市

群馬県行

◉群馬県教育委員会告示第１号
群馬県文化財保護条例（昭和５１年群馬県条例第３９号）第４条第１項の規定により、群馬県指定重要文化財と

して次のとおり指定する。

平成１９年３月２７日

群馬県教育委員会委員長 桑 原 保 光

名 称 及 び 員 数 所 在 場 所 所 有 者

渋川市道訓前遺跡出土品 一括 渋川市北橘町真壁２４６番地１ 渋川市

櫻井家旧蔵「高崎城絵図並びに文書」

附箱二点 １３３件１６４点

高崎市井出町１５１４番地

記念物

として次

政文書 １７，６２９点 前橋市文京町三丁目２７番２６号 群馬県

◉群馬県教育委員会告示第２号
群馬県文化財保護条例（昭和５１年群馬県条例第３９号）第３８条第１項の規定により、群馬県指定天然

ウホクサンショ

のとおり指定する。

平成１９年３月２７日

群馬県教育委員会委員長 桑 原 保 光

名 称 所 在 場 所

ト

オ 群馬県下全域

ウウオ 群馬県下全域

ヒダサンショウウ

教育委員会告示
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

定

価

⎩⎨⎧

一
月

三
、
九
九
〇
円
（
消
費
税
、
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

本
号
一
部

三
四
〇
円
（
消
費
税
、
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

発
行

群

馬

県

印
刷
所

株
式
会
社

朝
日
印
刷
工
業
株
式
会
社

前

橋

市

元

総

社

町

六

七

番

地

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
二
七
｜
二
五
一
｜
一
二
一
二
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